
１．佐世保市老人福祉計画・佐世保市介護保険事業計画について

（１）計画の法的位置づけ

佐世保市老人福祉計画・佐世保市介護保険事業計画は、それぞれ以下の法令に基づき策定する。

老人福祉法
第２０条の８
第１項

同法
第２０条の８
第７項

介護保険法
第１１７条
第１項

同法
第１１７条
第６項

（２）計画策定・実施期間について

①　計画策定のスケジュール

※第１期および第２期計画は５カ年計画で、３年ごとに計画策定としていた。
第３期以降は、３カ年計画で３年ごとの計画策定となっている。

現計画の期間　：　平成３０年度から令和２年度まで
次計画の期間　：　令和３年度から令和５年度まで
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市の名称 根拠法令 法令で定める名称
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市町村老人福祉計画

市町村介護保険事業
計画

市町村介護保険事業
計画

　市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設
による事業の供給体制の確保に関する計画を定めるも
のとする。

　市町村老人福祉計画は、介護保険法第１１７条第１
項に規定する市町村介護事業計画と一体のものとして
作成されなければならない。

　市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当
該市町村が行う介護保険事業計画に係る保険給付の円
滑な実施に関する計画を定めるものとする。

　市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第２０条の
８第１項に規定する市町村老人福祉計画と一体のもの
として作成されなければならない。

平成

28
年度

平成

29
年度

平成

23
年度

平成

24
年度

年
度

平成

20
年度

平成

19
年度

平成

18
年度

平成

17
年度

平成

16
年度

平成

15
年度

平成

14
年度

平成

13
年度

平成

12
年度

平成

11
年度

第１回 高齢者福祉専門分科会
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②　現計画（第７期計画）の主な内容

計画策定にあたって
　　・計画の理念、基本方針など

高齢者を取り巻く現状と課題
　　・高齢者の現状（人口、認定者数）、各種調査結果からみる主要課題
地域で支える仕組みづくり

　　・地域包括ケアの推進、認知症高齢者対策推進、介護人材とボランティア体制の強化
計画の基本方針

　　・計画の理念・目的・基本方針、日常生活圏域の設定、計画の体系
サービスの現状と計画
・

介護保険にかかる事業費の見込み
・

（３）第８期計画策定のポイント　　

○国からの指針
　 　※令和2年7月27日社会保障審議会介護保険部会（第91回）資料より
　 　「第８期計画において記載を充実する事項（案）」

① 2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備

② 地域共生社会の実現

③ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）

④ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化

⑤ 認知症施策大綱を踏まえた認知症施策の推進

⑥ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化

⑦ 災害や感染症対策に係る体制整備

○佐世保市老人福祉計画及び第８期介護保険事業計画策定におけるポイント

第７期計画までの主な記載事項 ○
国○介護サービスの種類ごと

　の量の見込み
○地域支援事業の量の見込み
○地域における自立した日常生活の支援、 ○本計画の上位計画となる「第７次佐世保市総合計画」との連携・整合を図り、本市の独自性を持った計画策定を行う。
　要介護状態等の予防又は軽減・悪化防止、
　介護給付等の適正化への取組及び目標設定
○在宅医療と介護の連携の推進
○認知症支援策の推進
○生活支援・介護予防サービスの基盤整備 ・利用者がメリットを実感できる制度と運用
○地域ケア会議の推進 　について

・権利擁護支援の地域連携ネットワーク
など 　について

・不正防止の徹底と利用しやすさ

　 など

第６章

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

国からの指針に基づき、「第８期計画におい
て記載を充実する事項」について、本市の実
情等を踏まえて、記載する内容を検討する。

介護予防の推進、介護支援の充実、高齢者の尊厳と権利を守る環境づくりの現状と
目標、地域における生活支援体制の充実と目標、介護保険の適正な運営、生きがい
と社会参加の促進の現状と目標

介護保険料の財源、介護保険料の算定方法、標準給付費及び地域支援事業費等の見
込みの算定、保険料の基準月額、第１号被保険者の所得段階別保険料、平成37
（2025）年度における保険料の見込み

本計画の上位計画となる「第７次佐世保市総
合計画」との連携・整合を図る。

○成年後見制度の利用促進に関する施策の記載
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佐世保市老人福祉計画・第8期介護保険事業計画策定スケジュール

年 保健福祉審議会 老人福祉計画・介護保険事業計画

上旬 ●審議会　諮問 ◆第1回高齢者福祉専門分科会（第7期計画の現状分析等）

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬 ◆第2回高齢者福祉専門分科会（計画案検討）

上旬

中旬

下旬

上旬 ◆第3回高齢者福祉専門分科会（計画案承認）

中旬

下旬

上旬

中旬 ◆第4回高齢者福祉専門分科会（最終案承認）

下旬 ●審議会　答申

上旬

中旬

下旬 ◇完成
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市としての計画案作成

パブリックコメントの実施

計画案について議会報告

市としての計画案について

議会中間報告
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